
議   第   ５２   号   

令和 ３ 年 ２ 月１９日提出   

 

   熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部改正につい 

   て 

 

 熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例（平成１６年条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「は、」の次に「児童１人につき別表に定める」を加え、同条第２項

を削り、同条第３項を同条第２項とする。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第２条関係） 

利用区分 負担金の月額 

８月以外の月の利用 ５，０００円（午後６時までの開所時間を延長して利用

する場合にあっては、６，２００円） 

８月の利用 ９，５００円（午後６時までの開所時間を延長して利用

する場合にあっては、１０，７００円） 

 備考 生計を一にする世帯から２人以上の児童が事業を利用している場合における

２人目以降の児童の負担金の額は、当該児童１人につきこの表の負担金の額の２

分の１の額とする。 

 

附 則 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行し、この条例による改正後の第２条及び
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別表の規定は、同月分以後の利用者負担金について適用する。 

 

 （提出理由） 

  放課後児童健全育成事業の利用者負担金の見直しを行うため、所要の改正を行う

必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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